
「建設雇用改善助成金」（旧助成金）と
「建設労働者確保育成助成金」(新助成金）

の利用できる条件は以下のとおりです。

「建設雇用改善助成金」（旧助成金）と
「建設労働者確保育成助成金」(新助成金）

の利用できる条件は以下のとおりです。

旧助成金のうち「建設教育訓練
助成金」を利用する場合

旧助成金のうち「建設教育訓練
助成金」を利用する場合

※旧助成金と新助成金ではそれぞれ支給要件や助成対象となる取組が異なります。
詳細は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

旧助成金のうち「建設雇用改善
推進助成金」を利用する場合

旧助成金のうち「建設雇用改善
推進助成金」を利用する場合

新助成金を利用する場合新助成金を利用する場合


